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国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に
加
入
す
る
の
は
、
自
営

業
や
農
業
者
の
方
、
退
職
し
て
職
場
の
健
康
保
険
を
や

め
た
方
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
で
職
場
の
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
方
で
す
。

令
和
８
年
度
の
保
険
税
率
な
ど
は
左
表
の
と
お
り
で

す
。
所
得
割
税
率
、
均
等
割
額
が
変
更
さ
れ
ま
す
。
令

和
８
年
度
か
ら
、
子
ど
も
子
育
て
支
援
金
制
度
が
新
設

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
課
税
限
度
額
は
医
療
分
が
66
万
円

か
ら
67
万
円
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

※
18
歳
未
満
の
被
保
険
者
は
、
子
ど
も
子
育
て
支
援
金

分
の
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

３
月
末
で
退
職
し
て
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
方

な
ど
は
国
保
の
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
に

は
健
康
保
険
の
資
格
喪
失
証
明
書
あ
る
い
は
退
職
証
明

書
な
ど
が
必
要
で
す
。

国
保
加
入
者
で
４
月
か
ら
就
職
し
、
職
場
の
健
康
保

険
に
加
入
し
た
方
な
ど
は
、
国
保
の
喪
失
手
続
き
が
必

要
で
す
。
手
続
き
に
は
加
入
し
た
健
康
保
険
組
合
の
資

格
確
認
書
、
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
な
ど
が
必
要
で
す
。

※
加
入
・
喪
失
の
い
ず
れ
も
来
庁
者
の
本
人
確
認
書
類

が
必
要
で
す
。

※
郵
送
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
手
続
き

可
能
で
す
。

令
和
８
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
書
は
、

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

合
計
所
得
金
額
が
一
定
金
額
以
下
の
世
帯
は
、
国
保

税
（
均
等
割
）
の
軽
減
対
象
と
な
り
ま
す
。

申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
前
年
の
収
入
が
未

申
告
の
場
合
は
軽
減
と
な
り
ま
せ
ん
。
令
和
８
年
度
税

制
改
正
に
伴
う
軽
減
判
定
基
準
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

特
定
健
診
を
受
診
す
る
な
ど
、
健
康
保
持
・
増
進
に

努
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
）
な
ど
の
利
用
も
薬
代
の
節
約
に
つ
な
が
り

ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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特
に
記
載
が
な
い
場
合
、
市
役
所
の
受
付
時
間
は
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
８
時
��
分
～
午
後
５
時
で
す
。
申
込
み
の
記
載
が
な
い
場
合
は
直
接
会
場
へ
。
費
用
の
記
載
が
な
い
場
合
は
無
料
で
す
。

二
次
元
コ
ー
ド
の
つ
い
て
い
る
記
事
は
、
そ
の
二
次
元
コ
ー
ド
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
読
み
取
る
と
、
市
公
式
サ
イ
ト
な
ど
で
詳
し
い
内
容
を
確
認
し
た
り
、
そ
の
ま
ま
申
込
み
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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保
険
料
は
、
従
来
の
医
療
分
に
加
え
、
令
和
８
年
度

か
ら
新
設
さ
れ
た
子
ど
も
子
育
て
支
援
金
制
度
に
も
充

て
ら
れ
ま
す
。
保
険
料
率
は
２
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
、

東
京
都
内
で
均
一
で
す
。

保
険
料
は
被
保
険
者
一
人
一
人
に
か
か
り
ま
す
。
保

険
料
額
は
、被
保
険
者
が
均
等
に
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」

と
、
被
保
険
者
の
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所

得
割
額
」
の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。

前
年
の
総
所
得
金
額
お
よ
び
山
林
所
得
金
額
な
ら
び
に
株
式
・

長
期
（
短
期
）
譲
渡
所
得
金
額
等
の
合
計
か
ら
基
礎
控
除
額
（
合

計
所
得
金
額
が
２
４
０
０
万
円
以
下
の
場
合
は
43
万
円
）
を
控

除
し
た
額
（
雑
損
失
の
繰
越
控
除
額
は
控
除
し
ま
せ
ん
）

所
得
の
低
い
方
に
つ
い
て
は
、
所
得
金
額
等
に
応
じ

て
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
７
月
に
送
付
す
る
保
険
料
額
決
定
通
知
書
に
同
封
し

て
い
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
に
つ
い
て
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
軽
減
に
は
所
得
の
申
告
が
必
要
で
あ
り
、
令
和
８
年

度
分
の
所
得
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方
（
被
保
険
者

お
よ
び
世
帯
主
）
に
「
後
期
高
齢
者
医
療
簡
易
申
告
書
」

を
送
付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

令
和
８
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通

知
書
を
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。
通
知
が
届
き
ま
し

た
ら
内
容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

FAX

  

4月から


